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体制の

強化 

（２）市民センターの 

   使用要件の緩和 

・有料ｲﾍﾞﾝﾄ等の使用を許可 

（３）公民館類似施設への支援 

・施設新設・解体への支援の

あり方検討 

（１）区役所窓口業務の見直し 

  （スマらく区役所） 

・窓口DXの推進 

（２）「地域コミュニティ」の 

   在り方再構築 

・活動支援策の検討等 

・市民センターの在り方検討 

（３）自治会による市政だより 

   等配布業務の在り方検討 

・自治会活動への影響を検証 

（４）防犯カメラの適正配置 

・自転車盗の多い駅周辺に配置 

（１）区政強化のための 

   新たなスキームの検討 

・予算要望のスキーム見直し 

（５）アジア女性交流・研究 

   フォーラムについて 

・事業内容の見直し 

（６）人材確保・育成 

・実行性の高い人材確保の取組 

（４）本庁舎 1階市民ホール   

   の有効活用 

・ニーズや費用対効果を検討 

・改装の要否を判断 

（１）本庁舎の建替え 

・手法等を検討 

（2）八幡東区における老朽 

 化した公共施設のあり方 

・手法等を検討 

（３）生涯学習センターの 

   集約 

・類似施設との集約 

（４）小倉北地域の市民活動 

   拠点施設の集約 

・男女共同参画センター 

(ムーブ)へ集約 
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局区Ｘ方針〈総務市民局〉 

 

１ 組織の使命 

 

 区役所窓口サービスの向上や各区の個性が生かせるよう組織横断的に下支えするととも

に、地域でのコミュニティ活動や生涯学習活動など市民が社会に参加し、安全・安心で安ら

ぐまちづくりを進める。 

また、基本構想・計画や市政変革推進プランを推し進めるため、変革マインドを持った職

員を育成し、やりがいを持ちながら安心して働ける、人事給与制度、簡素で効率的な組織体

制を確立する。 

 

 

２ 課題と背景 

 

課題Ａ（１） 

① 課題名 区政強化のための新たなスキームの検討 

 

② 課題の内容  

市民生活に密着した区役所のポテンシャルを活かし、まちのブランド力向上につなが

る企画を市政に反映する試みが必要となっている。 

 

③ 課題の背景 

区に予算調整等の権限が付与されていないため、地域の要望や区の特色を生かせる予

算要求が難しい。 

さらに、区長が複数の事業所管部局を一つずつ訪ねて趣旨説明や協力依頼を行うな

ど、局区間調整に多くの時間を要している。 

 

④ 課題に対する取り組み 

■「区長要望」のスキーム見直し 

区から各局への予算要望において、特に重要な要望については副市長へ報告後、

市長協議を行った上で各局へ要望を送付し、各局の予算要求に結び付けるようスキ

ームを見直し。 

  ■「区政推進局区長会議」のスキーム作り 

区長が複数の事業所管局長を一堂に召集して相談、協議、調整を図れるスキーム

を作る。 

■ 区長会議の見直し 

毎月定例で開催する区長会議に、市長、副市長も参加し、区長と密に意見を交わ
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すことで、区の課題の解決に向けての意思決定を速め、即時的な対応を可能とする

よう、開催方法、参加者を変更した。 

 

 

課題Ａ（２） 

① 課題名 市民センターの使用要件の緩和 

 

② 課題の内容 

市民センターは、若者や子育て・現役世代など新しく利用する人が少なく、稼働率

（令和 4年度 全体 27.6％）が低い。 

 

③ 課題の背景 

市民センターは住民主体の地域づくりの活動拠点としてコミュニティや保健福祉、生

涯学習の活動などの利用を基本としてきたため、利用者が限定的になっている。 

 

④ 課題に対する取組み 

市民センターにおいて、若者や子育て・現役世代の利用者を増やすため、NPO法人主催

の有料イベントなど営利を主たる目的としない利用を可能とする「使用要件の緩和」に

取り組む。 

要件緩和で利用可能となる利用主体の属性、活動内容などの基準を明確化するととも

に、本来目的である地域活動が維持されるように、通常利用と緩和枠とで予約時期や利

用料金を区別するなどの検討を行い、令和７年度の利用開始を目指す。 

 

 

課題Ａ（３） 

① 課題名 公民館類似施設への支援について 

 

② 課題の内容 

戦後から高度成長期に、生涯学習や地域交流のために設置された公民館類似施設（民

間施設）の老朽化が進んでおり、維持管理に多大な費用が必要になっている。 

また、施設を廃止する際にも、解体費について十分な補助制度ではないため、地域住

民の負担が大きい。 

 

③ 課題の背景 

少子高齢化の進展などにより、一部の地域から施設を維持する費用負担の重さ、役員

のなり手がいないなど、今後の運営を不安視する声があることや、廃止を望むが解体す

るための費用の捻出が困難な状況となっている。 
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④ 課題に対する取組み 

地域を取り巻く社会環境の変化に伴い、公民館類似施設の運営にも変化が生じている

ことから、令和７年度以降、地域の実情を踏まえ、施設新設・解体に対する支援のあり

方を検討する。 

 

 

課題Ａ（４） 

① 課題名 本庁舎１階市民ホールの有効活用 

 

② 課題の内容 

  市民ホールの展示物が統一感なく配置されており、情報発信としての役目をはたせて

いない。また、事業者との打ち合わせスペースも含め、雑然とした印象のため、本庁舎

の顔として見直す必要がある。 

 

③ 課題の背景 

  展示物については、特にコンセプト等を定めておらず、所管の判断にゆだねているた

め、展示ケースによっては、古い展示物がそのままになっている。 

  打ち合わせブースは、会議室が不足するなかで、業者や関係者の打ち合わせスペース

として一定の需要があるが、ホール全体との調和が図れていない。 

 

④ 課題に対する取組み 

  利用状況（誰が・何人くらい・何の目的で）を把握したうえで、どうすれば、本庁舎

の顔としてふさわしい場所となるかについて協議する。 

  協議にあたっては、利用する市民・事業者や市職員の意見を参考にし、費用対効果を

意識しながら、工事や什器の更新等の要否を判断する。 

 

 

課題Ｂ（１） 

① 課題名 区役所窓口業務の見直し（スマらく区役所） 

 

② 課題の内容  

現在の区役所窓口ワンストップサービスを支えるシステムが、システム標準化の取り組

みにより使えなくなり、大幅な市民サービス低下と職員負担の増加が予想されることから、 

現在の窓口業務を見直し、市民サービスの向上と職員負担の軽減を両立する新しい区役所

業務を確立することが必要である。 

 

③ 課題の背景 

区役所の繁忙期では市民に長い待ち時間を強いている。 
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実際の来庁者数や待ち時間などの客観的データがなく、混雑をコントロールするのが難

しい。 

市民は手続きによっては何枚も申請書を記入する必要がある。 

職員にとっても手書きの申請は、内容の確認や補記訂正が必要であり、受付後も手作業

での処理（入力、審査、保管等）が必要で負担も大きく、その過程での事務ミスの発生リ

スクも高い。 

 

④ 課題に対する取組み 

令和６年度中に、区役所窓口にオンライン予約を導入して「待たない」を実現するとと

もに、区役所の混雑解消とともに、窓口状況をデータで把握することで、窓口体制の最適

化に向けて活用する。 

令和８年度中に、窓口でのヒアリングや市の保有情報（住基や税など）により申請書を

作成する「書かない」サービスを導入して市民サービスを向上させるとともに、受付後の

作業の自動化や事務の集約化も図る。 

加えて、区役所窓口の改革に向けては、本庁の制度所管課と区役所各課の連携及び協力

が重要であるため、令和６年５月に立ち上げた区役所と本庁所管課の実務担当者レベルの

「スマらく区役所推進チーム」において、具体的な運用方法などの検討を進める。 

 

 

課題Ｂ（２） 

① 課題名 時代の変化に対応した「地域コミュニティ」の在り方の再構築 

 

② 課題の内容 

地域コミュニティの主要な団体である自治会、まちづくり協議会では、担い手不足や

役員の高齢化等により、十分な活動に取組めていない地域がある。 

市民センターにおいても、現役世代などの新たな利用も少なく、稼働率も低い状況が

続いている。 

 

③ 課題の背景 

多くの自治会では、役員の負担感や未加入者に対して加入メリットを提示できないこ

と等から、加入促進活動は低調で、担い手づくりが進んでいない。 

また、まちづくり協議会では、構成する地域団体が従前的な活動に取組むことが多

く、新たな地域課題解決のための体制がとれない地域もある。 

市民センターについては、コミュニティや保健福祉、生涯学習の活動を基本としてお

り、日曜日は閉館、土曜日も夕方で閉まるなど、現役世代などの利用がしにくい環境と

なっている。 
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④ 課題に対する取組み 

新たな活動の担い手づくりに向けて、ＮＰＯ法人や企業等による多様な主体との連携

強化による「協働」の仕組みを検討するとともに、地域課題に柔軟に対応できる新たな

活動支援策の検討や活動参加に繋がるインセンティブ等の在り方も研究する。 

また、市民センターについては、地域活動の拠点として機能は維持しつつ、機能強

化・多目的化に向けた市民センターの在り方について検討を行う。 

 

 

課題Ｂ（３） 

① 課題名 自治会による市政だより等配布業務の在り方の検討 

 

② 課題の内容 

自治会が自治会加入世帯に市政だよりを配布するため、加入率の低下に伴い、配布世

帯数が減少している。 

配布の負担感は、山坂の地域とマンション等の集合住宅が多い地域などとでは異なっ

ている。 

 

③ 課題の背景 

共働き世帯や高齢の単身世帯の増加等に伴い、地域活動に参加しづらい世帯が増えて

おり、地域コミュニティの中心的な役割を担う自治会の加入率が低下傾向（令和５年度

加入率：６０％）にある。 

各区自治総連合会との意見交換では、市政だよりの配布は地域の見守りや声掛けのツ

ールになっているという声や委託料が活動財源になっているという声がある。 

 

④ 課題に対する取組み 

自治会との意見交換を継続するとともに、配布に関する負担感がある一部地域でのポ

スティング事業者による実証実験や自治会の負担感、活動への影響等についての検証、

新たな支援策の研究を進める等、幅広い視点から、配布の在り方を研究する。 

 

 

課題Ｂ（４） 

① 課題名 防犯カメラの適正配置 

 

② 課題の内容 

繁華街防犯カメラの専用回線による通信費が高額であること、市設置と地域設置の繁

華街防犯カメラの重複撮影箇所があることから、防犯カメラの通信方法や設置個所の見

直しが必要である。 
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③ 課題の背景 

「日本トップクラスの安全なまち」「誰もが安心を実感できるまち」を目指すため、刑 

法犯認知件数のうち特に多い「自転車盗」を減少させる必要がある。 

「自転車盗」はＪＲ・モノレール駅周辺での発生が多いため、防犯カメラの設置を進

め犯罪を抑止する。 

 

④ 課題に対する取組み 

繁華街防犯カメラの通信方法を専用回線から無線通信に変更し、通信費の削減を行

う。合わせて、地域設置と重複した箇所を撮影している市設置防犯カメラを減らし、「自

転車盗」の発生が多いＪＲ・モノレール駅周辺に防犯カメラの設置を進めていく。 

 

 

課題Ｂ（５） 

① 課題名：公益財団法人「アジア女性交流・研究フォーラム」について 

 

② 課題の内容 

  当財団の定款には「日本及びアジア諸国のジェンダー問題に関する調査研究、国際交

流等により日本及びアジア地域相互の発展に寄与する」と定められているが、「（財団の

取組みが）専門性が高く市民に馴染みが薄い」、「市の男女共同参画基本計画に基づく重

要施策に直結する取組みに重点的に取り組むべき」などの課題がある。 

 

③ 課題の背景 

当財団は平成２年の設立以来、定款の目的を達成するため様々な事業を実施 

してきた。その取組みは、ジェンダー平等推進の役割を果たしてきた一方、事業の多く

が、アジアをはじめとする国際的な動向に関するものであることから、取組みの成果が

市民や地域に還元されるよう検討する必要がある。 

 

④ 課題に対する取組み 

平成２９年に市がとりまとめた「フォーラムのあり方について」に基づき、直接雇用

の研究員の廃止、情報発信媒体の電子化をはじめ、組織体制や補助金額の見直しなどを

行ってきた。今後も、令和６年８月に策定した「第５次北九州男女共同参画基本計画」

を踏まえた調査研究、交流がなされるよう、引き続き事業内容等を見直す。 
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課題Ｂ（６） 

① 課題名 人材確保・育成 

 

② 課題の内容 

  社会・経済情勢の変化や高度化・複雑化する行政課題に対応し、挑戦を続ける機動

的・機能的な市役所を作っていくためには、多様で有為な人材の確保及び職員の成長を

促す人材育成が必要である。 

 

③ 課題の背景 

人材確保においては、社会情勢の変化により採用試験の応募倍率低下や土木職等の技

術職の採用予定数割れなどが見られるなど、職員採用を取り巻く環境が年々厳しさを増

している。また、人材育成においては、新ビジョンや市政変革推進プランを達成するた

めに、新しいプロジェクトに価値を見出すような職員の意識改革に加え、職員相互間の

コミュニケーションがより重要となる。 

 

④ 課題に対する取組み 

人材確保においては、トップセールスの活用等によるプロモーション強化やインター

ンシップの拡充、国・他都市事例を踏まえた新たな採用試験の検討、内定辞退対策強化

など、タイムリーかつ実効性の高い取組を進める。また、人材育成においては、挑戦マ

インドを持ち、変革を推進する能力を高める研修を充実させるなど、研修内容の継続的

なアップデートを図ると共に、庁内コミュニケーションの活性化や職員の働きがい・働

きやすさを向上させる取組を進めることで、職員が組織に愛着や誇りを持ち、主体的に

成長を志向する組織風土を醸成していく。 

 

 

課題Ｃ（１） 

① 課題名 本庁舎の建替え 

 

② 課題の内容 

  公共施設マネジメント実行計画では、本庁舎の耐用年数は８０年とされ、令和３３年

まで使用することとしており、耐用年数の１０～２０年前から検討を始める必要があ

る。 

 

③ 課題の背景 

建替えにあたっては、財源の確保、立地、経済性、他の民間施設との複合化のほか、

防災性能や環境性能、ＤＸなどの時代の変化を反映した様々な要素を考慮する必要があ

る。 
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④ 課題に対する取組み 

まちづくりの視点も踏まえ、関係局と連携して手法等の検討を進める。手法等の検討

にあたっては、他都市の事例を研究・参考にし、進めていく。 

 

 

課題Ｃ（２） 

① 課題名 八幡東区における老朽化した公共施設のあり方 

 

② 課題の内容 

八幡東区役所、生涯学習センター等の公共施設の老朽化が進んでいる。これまで施設

の長寿命化により建替え時期を延伸してきたが、今後のあり方について検討する時期を

迎えている。 

 

③ 課題の背景 

区役所は本館が築４５年、別館が築６１年経過しており、別館については平成２４

年度に耐震改修工事を施して長寿命化を図ったところである。その後も、屋上防水改

修工事、空調設備改修工事など、本館、別館ともに施設維持のための改修が続き、費

用もかさんでいる。 

また、別館には、エレベーターが設置されておらず、バリアフリーの点からも不十

分な状況である。 

生涯学習センターも築３０年を超え、雨漏りなど施設老朽化による症状が顕著である。 

 

④ 課題に対する取組み 

平成２９年度に地域が中心となり、「八幡東まちづくりプラン」が策定された。このま

ちづくりプランを受け、令和３年度以降、中央町地区の再生について庁内勉強会が開催

されている。引き続き、課題や論点を整理しながら、八幡東区役所を含む公共施設のあ

り方について検討を進めていく。 

 

 

課題Ｃ（３） 

① 課題名 公共施設マネジメント 生涯学習センターの集約 

 

② 課題の内容 

生涯学習センターは、現在、分館を含め１１館あり、地域の生涯学習の拠点として位

置付けているが、各区には類似の設備を持つ施設があることから、集約・総量の縮減を

図る必要がある。 
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③ 課題の背景 

全市での平均稼働率が５割を下回り、効率的な活用が図れていないとともに、施設の

老朽化が進み、施設の維持管理に関するコストが上昇している。 

合わせて、「特定の目的のための施設」といった考え方の見直しを図り、誰もが利用し

やすい施設となるよう、類似施設の集約を行う。 

 

④ 課題に対する取組み 

平成２８年度に策定した「公共施設マネジメント実行計画」を見直し、生涯学習セン

ターをできるだけ早期に集約する。 

・生涯学習総合センター（婦人会館含む）：男女共同参画センター（ムーブ）に集約 

・門司生涯学習センター：門司港地域複合公共施設に令和１０年度までに集約 

・門司生涯学習センター大里分館：大里地域複合公共施設に令和１０年度末までに集約 

 

 

課題Ｃ（４） 

①  課題名 公共施設マネジメント 小倉北地域（生涯学習総合センター・婦人会館、 

男女共同参画センター）の市民活動拠点施設の集約 

 

② 課題の内容 

異なる行政目的を有する当該３施設において、特定の行政目的を有しない貸室などの

類似施設が重複しており、また稼働率も低いことから、効率性を高める必要がある。 

 

③ 課題の背景 

市の公共施設マネジメント実行計画において、「生涯学習総合センター及び婦人会館」

（築４５年）については、今後大規模改修は行わず、ムーブへ集約移転することとなっ

ている。 

 

④ 課題に対する取組み 

  施設の機能、稼働率や利用状況を踏まえた利用調整案がまとまり次第、関係者等への

説明、改修工事を経て、集約する。 

 


